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令和６年産飼料作物等の県基準単収の設定について（案） 

 
 令和６年４月１日付け経営所得安定対策等実施要綱の一部改正において、水

田活用の直接支払交付金にかかる飼料作物及びＷＣＳ用稲の基準単収を各都道

府県再生協議会等が設定することとされたことから、下記により基準単収を設

定する。 

 

１ 基準単収 

（１）飼料作物 

   ア 国に統計データがある牧草、ソルゴー、青刈りとうもろこしの３品目に

ついては、このデータを活用し直近３か年の平均値を県基準単収とす

る。なお、この統計データを毎年調査するのは、当該作物の主産県での

みであり、主産県にあたらない福島県については平成２６年、平成２９

年、令和５年の３か年を直近のデータとする。 

イ 県基準単収は、地域区分を設けず県全域とする。 

ウ 牧草については、収穫回数や混播等の栽培法による区分はしない。 

エ 県基準単収によらない地域農業再生協議会毎の基準単収の設定も可能

とする。 

 

  ○飼料作物の福島県基準単収（単位：ｋｇ／１０ａ） 

品目 平成 26 年 平成 29 年 令和５年 県基準単収 

牧草 ２，２２０ ２，５１０ ２，７７０ ２，５００ 

ソルゴー ３，８７０ ４，５７０ ４，４８０ ４，３０７ 

青刈りとう

もろこし 
４，５１０ ４，６４０ ３，９６０ ４，３７０ 

 ※生草重 

 
（２）ＷＣＳ用稲 

ア 国に統計データがないＷＣＳ用稲については、新規需要米の実績報告

（作付面積、生産量）から算出し、直近３か年（令和３年～令和５年）の

平均値を県基準単収とする。 
イ 県基準単収は、地域区分を設けず福島県全域とする。 
ウ 県基準単収によらない地域農業再生協議会毎の基準単収の設定も可能

とする。 
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○福島県におけるＷＣＳ用稲の取組状況と県基準単収 

項目 令和３年 令和４年 令和５年 県基準単収 

取組者数

（人） 
      ９１５       ８８４      ８４４ － 

作付面積 

（ha） 
  １，０３０   １，０７５   １，０６１ － 

生産量 

（t） 
１９，１９９ ２０，８９６ １９，８６２ － 

単収

（kg/10a） 
  １，８６５   １，９４３   １，８７１   １，８９３ 

 
（３）その他 

    上記（１）及び（２）以外の品目については、生産実績が限られているた

め、県基準単収を設定せず、該当品目のある地域農業再生協議会が、独自の

考え方で基準単収を設定する。 
 
 ○その他の飼料作物 

項目 品目 

子実を利用するもの とうもろこし、エン麦等 

青刈り類 稲、麦、ヒエ等 

根部等を利用するもの かぶ、かぼちゃ、ビート等 

 
２ 今後の進め方 

（１）６月中旬までに地域農業再生協議会に対し県基準単収を提示する。 
（２）７月中旬までに、飼料作物等の基準単収や各生産者による収量確認に係る

注意事項を記載したチラシを作成し、地域農業再生協議会を通じて生産者

へ周知を図る。 
（３）地域農業再生協議会独自の単収を設定する場合は、平均値算出にかかる当

該作物の作付面積、収穫量、採用理由等を整理し、福島県水田農業産地づく

り対策等推進会議宛て８月末まで提出する。 
（４）福島県水田農業産地づくり対策等推進会議は、各地域協議会の基準単収を

とりまとめた一覧表を東北農政局福島県拠点に９月中旬までに情報提供を

行う。 
（５）令和７年産以降の基準単収の取扱いについては今後の国の情報を確認し、

別途決定する。 
 


